
 





 

 

 

 

目標（公共施設の保有量を４０％程度縮減）の達成に向け、建物（棟別）の状態（現存、除却等）を毎年度入力し、

縮減面積の状況を把握する。

毎年度、建物（棟別）の修繕等履歴を入力し、情報を蓄積。

入力対象は、工事費が130万円以上(入札による執行)かつ躯体の耐久性に直結する部位（屋根、屋上、外壁等）の修

繕を各部位の概ね半分以上の範囲にわたって実施した場合とする。壁・床・天井などの内装仕上げや建具の修繕等

は「入力対象外」とする。なお、「対象区分」は以下から選択する。

①建替（更新）：既存建築物の建替えや既存設備を更新すること。

②大規模改修：劣化した建築物の機能・性能を当初の性能水準以上に改善すること。

③修繕：建築物の性能・機能を当初の性能水準まで回復させること。

④解体（除却）：施設を「除却」する際の解体工事のこと。



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


